
平成27年４月１日に施行された、
消防法施行令及び消防法施行規則その他関係規定の主な改正項目は次のとおりです。

【１】消防法施行令別表第１の見直し
【２】スプリンクラー設備の設置基準の見直し
【３】スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し
【４】自動火災報知設備の設置基準の見直し
【５】特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加
【６】消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化

【２】スプリンクラー設備の設置基準の見直し
　　→スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物として、275㎡未満の６項（ロ）に掲げる
　　　防火対象物が追加されました。

【３】スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し
　　→新たにスプリンクラー設備の設置が必要となる275㎡未満の６項（ロ）に掲げる防火対象物について
　　「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」が追加されました。

【見直し内容】

※「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」とは？
　→火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造のことであり、当該構造を有する施設はスプリンクラー設備の設置を
　 要しないとされています。今回の改正では「防火区画」「内装制限」「避難容易性」を組み合わせることで小規模施設の
　 様々な態様に対応し、　スプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件が定められました。

【４】自動火災報知設備の設置基準の見直し
　　→自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物として、300㎡未満の５項 イ、６項 イ・ハに
　　　掲げる防火対象物が追加されました。

【６】消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化
　　→防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の作動と連動して起動す
　　　ることが義務付けられました。

※６項イ・ハにあっては利用者を入居又は宿泊させるものに限る（６項ハ…老人デイサービスセンター、通所障害者福祉施設等）

既存の施設については、いずれの基準も経過措置は平成30年3月31日までです。

《！ご確認ください！》

※平成27年（2015年）４月以前（4月以降の直近月も含む）に開所した施設は
　自動火災報知設備と火災通報装置をつなぐ連動／停止スイッチが必要です。

【A】宿泊人数や宿泊者の介護度により、消防署より（６）項ロと判定された施設
①スプリンクラー設備　②自動火災報知設備　③火災通報装置（+ 連動停止スイッチ）が必要

【B】宿泊人数が少なく利用者の介護度が低く、消防署より（６）項ハと判定された施設
①自動火災報知設備は必要です。
※お泊りが全くない場合は、自火報の設置は不要となる可能性がありますが、通所介護でも
　食事の提供・入浴介助等のサービスをすることを【入居】と見解する消防署もあります。
※火災通報装置は延べ面積500㎡以上の施設に必要となりますが、所轄の消防署により見解が
　異なる場合があります。まずは所轄の消防署へご確認ご相談ください。

※2015.09配布資料より

火災通報装置 連動／停止スイッチ
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構造・階数等によって設置基準が異なる場合があります。
設置・免除等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防機関に相談してください。
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(6) 項ハ　（老人福祉施設、児童養護施設等）

延べ面積 150 ㎡以上
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